
1 

氷見市事業承継資金保証料補給金交付要綱 

 

（目的） 

第１条 この要綱は、氷見市補助金等交付規則（昭和４４年氷見市規則第１２

号）第２２条の規定に基づき、氷見市事業承継資金保証料補給金（以下「補

給金」という。）の交付に関し必要な事項を定めるものとする。 

 （定義） 

第２条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定め

るところによる。 

 (1) 継業 市内で事業を長年営み、後継者が不在であること等による事業

の廃止を予定する者又は事業を廃止した者で、後継者が不在であることに

ついて氷見商工会議所又は氷見市ビジネスサポートセンターの支援を受け

ている者から、市内に主たる事業所を有する個人事業主又は中小企業者（中

小企業基本法（昭和３８年法律第１５４号）第２条第１項各号に規定する

中小企業者をいう。）が、次のいずれかの方法により事業を承継することを

いう。 

   ア 個人事業主から、別の個人事業主（継業に伴い開業する予定の個人

を含む。以下同じ。）又は法人に対して、経営資源の全て又は主たる部

分の譲渡あるいは贈与等により事業を承継する方法 

   イ 法人から、別の個人事業主又は法人に対して、経営資源の全て又は

主たる部分の譲渡あるいは贈与等により事業を承継する方法 

   ウ 法人の代表者の退任に伴い、当該法人の役員又は従業員が代表に就

任し、経営資源の全てを承継することにより事業を承継する方法 

   エ その他市長が適当と認める方法 

 (2) 経営資源 事業者の経営権（株式等）、人的・物的資産、知的資産など、

個人事業主又は法人がその事業展開のために利用するものをいう。 

 (3) 主たる事業所の所在地 「法人税確定申告書別表第一」に記載された納

税地、「所得税の青色申告決算書」又は「所得税の収支内訳書」に記載され

た事業所所在地をいう。 

(4) 信用保証料率 富山県信用保証協会が別表 1 に定める保証制度の申込

みを承諾し、信用保証料を算定するときに定めた信用保証料率をいう。 



2 

(5) 分割係数 富山県信用保証協会が別表 1 に定める保証制度の申込みを

承諾し、信用保証料を算定するときに定めた分割係数をいう。 

  （補給金の交付） 

第３条  市長は、本市の産業の振興と、市内の事業者が営んできた事業や魅力

ある商品、サービス等の継続及び発展を図るため、継業に関する保証制度を

活用して継業するものに対し、予算の範囲内において補給金を交付するもの

とする。 

（交付を受けることができる者） 

第４条 補給金の交付を受けることができる者は、次の各号のいずれにも該当

する者とする。 

 (1) 継業に伴い、別表１に定める保証制度を利用して融資を受けた者であ

ること。 

 (2) 市内に主たる事業所の所在地を有し、継業した事業を営む個人事業主

又は中小企業者であること。 

 (3) 次のいずれかに該当する者であること。 

   ア 個人事業主にあっては、市内に居住し、本市の住民基本台帳法（昭

和４２年法律第８１号）に規定する住民基本台帳に記録されている者

であること。 

イ 法人にあっては、市内を本店所在地とした法人登記が行われている

こと。 

 (4) 氷見市暴力団排除条例（平成２４年氷見市条例第１号）第２条第１号に

規定する暴力団でない者又は同条第２号に規定する暴力団員でない者又は

それらと密接な関係を有しない者であること。 

 (5) 市税を滞納していない者であること。 

（補給金の額） 

第５条 補給金の額は、融資を受ける際に富山県信用保証協会に支払った保証

料に相当する額として、別表２の計算式により算出するものとし、２７０千円

を限度とする。  

２ 前項の規定にかかわらず、融資額が１，０００万円を超える時は１，０００万円

を、保証期間が７年を超えるときは７年を上限として補給金の額を算出する。 
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  （交付の申請及び実績報告） 

第６条 補給金の交付を受けようとする者（以下「申請者」という。）は、氷見

市事業承継資金保証料補給金交付申請書及び実績報告書（様式第１号）に次

に掲げる必要書類を添えて、融資実行日から２月を経過する日までに市長に

提出するものとする。 

 (1) 誓約書兼市税納付状況確認書（様式第２号） 

 (2) 事業承継資金保証料補給金に係る事業計画実施支援確認書（様式第３号） 

 (3) 信用保証書の写し 

  （交付決定及び額の確定） 

第７条  市長は、前条の規定による申請があった場合には、その内容を審査し、

適当と認めたときは補給金の交付を決定するとともに額を確定し、申請者に

通知するものとする。 

  （調査） 

第８条 市長は、補給金に関し必要があると認めたときは、申請者に対し、関

係帳簿等の提出を求めるものとする。 

 （交付決定の取り消し等） 

第９条 市長は、交付の決定を受けた者が偽りその他不正の手段により補給金

の交付を受けたときは、補給金の交付の決定の全部又は一部を取り消し、交

付した補給金の全部又は一部を返還させることができる。 

２ 市長は、補給金を受けた者が最終返済期日前に完済した場合又は保証条件

の変更により富山県保証協会からの返戻保証料が生じたときは、補給金の全

部又は一部を返還させることができる。 

 （細則） 

第１０条 この要綱に定めるもののほか、補給金の交付に関し必要な事項は、

市長が別に定める。 

 

      附  則 

  この要綱は､ 令和４年５月１２日から施行し、令和４年４月１日から適用する。 
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別表１（第４条関係） 

実施機関 保証制度の名称 

富山県 創業・事業承継支援資金保証 

富山県信用保証協会 創業関連保証 

事業承継特別保証 

特定経営承継関連保証 

特定経営承継準備関連保証 

経営承継関連保証 

経営承継準備関連保証 

経営承継借換関連保証 

 

別表２（第５条関係） 

補給金の額の計算式 

 

補給金の額＝融資額×融資に係る信用保証料率×保証期間×融資に係る分割係数 

 

 


